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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　撮影された被写体画像を表示する表示ユニットと、
　回転軸を中心として前記表示ユニットを回動可能に支持するヒンジユニットと、
　検出ノブを備え、前記表示ユニットと前記ヒンジユニットの相対位置を検出するための
検出ユニットと、
　前記回転軸を中心として前記表示ユニットと前記ヒンジユニットが相対的に回動する際
に前記検出ノブを押下するように前記ヒンジユニットの回転円弧部から突出して形成され
た爪部と、
　前記回転円弧部及び前記爪部を覆うように前記表示ユニットの背面カバーに形成された
保護部と、
を有することを特徴とする撮像装置。
【請求項２】
　前記爪部は前記保護部により覆われる範囲内で前記回転円弧部から突出しており、前記
表示ユニットが前記ヒンジユニットに対して相対的に回動する範囲では前記保護部から突
出しないことを特徴とする請求項１に記載の撮像装置。
【請求項３】
　前記ヒンジユニットは前記表示ユニットの姿勢保持用の弾性部材を備えることを特徴と
する請求項１又は２に記載の撮像装置。
【請求項４】
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　前記弾性部材は前記爪部の突出形状に合わせて突出した突出部を備え、前記突出部は前
記表示ユニットが前記ヒンジユニットに対して相対的に回動する範囲内で前記ヒンジユニ
ットを押さえつける状態を保つことを特徴とする請求項３に記載の撮像装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、撮像装置に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　近年、ビデオカメラなどの撮像装置は、扱いやすさや携帯性がより求められるようにな
り、小型化、薄型化が求められてきている。また、ＳＮＳ等において自分自身を他の人に
見てもらうために、いわゆる自分撮りをする機会が増加している。自分撮り用に対面撮影
を行う場合、そのままでは通常画面が反転して表示される。そのため、反転検出スイッチ
等を用いて対面撮影かどうかを判別し、対面撮影であった場合には画面を反転する必要が
ある。このような判別方法として、表示ユニットを保持する可動ヒンジ部に検出スイッチ
を設け、可動するヒンジ目隠しのカバーにより検出スイッチをＯＮ／ＯＦＦする構成が考
案されている（特許文献１参照）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特許第４３００６４０号
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかしながら、特許文献１に開示された従来技術では、ヒンジ目隠しのカバーが独立し
て動く必要があり、部品点数が増してしまう。また、薄型化をしながら安定したスイッチ
動作をすることができない。さらに、表示ユニットを薄型化していくと、ヒンジ部を表示
ユニット内部に近づける必要があるが、ヒンジ部及びスイッチを蹴飛ばすためのツメ部を
大きくできないため、スイッチでの検出がうまくいかなくなるという問題があった。
【０００５】
　本発明の目的は、本体及び表示ユニットを薄型化しながら、安定して反転を検出するこ
とのできる表示ユニットを備えた撮像装置を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　上記目的を達成するために、本発明の撮像装置は、撮影された被写体画像を表示する表
示ユニットと、回転軸を中心として前記表示ユニットを回動可能に支持するヒンジユニッ
トと、検出ノブを備え、前記表示ユニットと前記ヒンジユニットの相対位置を検出するた
めの検出ユニットと、前記回転軸を中心として前記表示ユニットと前記ヒンジユニットが
相対的に回動する際に前記検出ノブを押下するように前記ヒンジユニットの回転円弧部か
ら突出して形成された爪部と、前記回転円弧部及び前記爪部を覆うように前記表示ユニッ
トの背面カバーに形成された保護部と、を有することを特徴とする。
【発明の効果】
【０００７】
　本発明によれば、本体及び表示ユニットを薄型化しながら、安定して反転を検出するこ
とのできる表示ユニットを備えた撮像装置を提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【０００８】
【図１】撮像装置の機能構成図。
【図２】撮像装置の斜視図。
【図３】撮像装置の蓋部開状態の斜視図。
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【図４】撮像装置の内部構成の一部側面図。
【図５】撮像装置の表示ユニットを撮影者が開けている状態の前方斜視図。
【図６】撮像装置の表示ユニットを背面に向けた状態での斜視図及び側面図。
【図７】撮像装置の表示ユニットを前斜め上方に向けた状態の前方斜視図及び側面図。
【図８】撮像装置の表示ユニットを前方に向けた状態の前方斜視図及び側面図。
【図９】表示ユニットの距離関係を表示した側面図。
【図１０】表示ユニットの距離関係を表示した側面図。
【図１１】撮像装置のヒンジユニット部の斜視図。
【図１２】撮像装置のヒンジユニット部の斜視図。
【図１３】撮像装置の表示ユニットを斜方から見た表示ユニット部分解図。
【図１４】撮像装置の表示ユニットのうち、背面カバー部等一部の部品を除いた斜方図。
【図１５】撮像装置の表示ユニットのうち、背面カバー部等一部の部品を除いた側面断面
図および一部拡大図。
【図１６】撮像装置の表示ユニット部のうち、背面カバー部等一部の部品を除いたヒンジ
カバー部を点線で示した側面断面図。
【図１７】撮像装置の表示ユニットのうち、背面カバー部等一部の部品を除いた側面断面
図。
【図１８】撮像装置の機能構成図。
【図１９】撮像装置の通常収納状態での断面図。
【図２０】撮像装置の側面断面図。
【図２１】撮像装置の側面断面図。
【発明を実施するための形態】
【０００９】
　以下に、本発明の好ましい実施形態を、添付の図面に基づいて詳細に説明する。
【００１０】
　（第１の実施形態）
　図１は、本発明の実施形態にかかる撮像装置１００の機能構成ブロック図である。レン
ズユニット１１０のレンズ１１１に入射した被写体像は、イメージセンサ１１２において
画像信号に変換され出力される。出力された画像信号は、本体１５０に配置された制御基
板１２０に送られ、制御基板１２０に実装されている制御ＩＣ１２２に入力される。本実
施例のカメラの制御ＩＣ１２２は、イメージセンサ１１２から送られる画像信号を、輝度
信号および色差信号のデジタル画像データに変換する画像処理部１２３と、ＣＰＵ及びワ
ークメモリを持つ制御部１２４とで構成されている。
【００１１】
　画像処理部１２３で変換されたデジタル画像データは、制御部１２４の制御によって、
作業領域であるメモリ部１２７とデータの授受をしたのち、外部記憶装置１９０や外部接
続端子１８０に出力される。この場合の外部記憶装置とは、メモリカードやＨＤＤ等の本
体へ内蔵や着脱可能な記憶装置のことを指す。電源部１２５は、電源スイッチ等の操作に
より撮像装置１００の電源を制御部１２４を介してＯＮ／ＯＦＦさせる。また、操作部１
２６が操作されると、操作部１２６のそれぞれに割り当てられた機能を制御部１２４の制
御により実行する。
【００１２】
　表示ユニット２００は、撮影された被写体画像や、外部記憶装置１９０に記憶されてい
る映像等を表示することができる。表示ユニット２００は、映像を表示する表示部２０２
、透明電極にて構成されたタッチパネル２０３、それぞれの入出力信号を変換して本体１
００の制御部１２４への入出力を行う表示基板２０４を持つ。そして、各種映像やアイコ
ン表示を表示部２０２に表示し、ユーザーによるタッチパネル２０３の操作により様々な
入力／表示制御が可能となっている。
【００１３】
　表示ユニット２００内に配置された検出部２６０は、表示ユニット２００の姿勢位置を
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検出する。そして、検出した表示ユニット２００の姿勢位置に応じて表示基板２０４を介
して本体１５０の制御部１２４に反転検出信号を伝達する。制御部１２４は、前記反転検
出信号に応じて、表示ユニット２００の表示モード及び外部記憶装置１９０への記録モー
ドを通常表示モードと反転表示モードとで切り替える制御を行う。
【００１４】
　図２（ａ）及び図３（ａ）は、本発明の実施形態にかかる撮像装置の前方斜視図、図２
（ｂ）及び図３（ｂ）は、本発明の実施形態にかかる撮像装置の後方斜視図である。
【００１５】
　撮像装置１００は、レンズユニット１１０、本体１５０、表示ユニット２００から構成
されている。本体１５０は、マイクユニット１５１、記録スイッチ１５２、ストラップ通
し穴１５３、電源スイッチ１５４、再生スイッチ１５５、端子蓋Ａ１６０、端子蓋Ｂ１７
０等から構成されている。また、端子蓋Ａ１６０、端子蓋Ｂ１７０は開閉可能になってい
る。そして、図３（ａ）及び図３（ｂ）に示すように、端子蓋Ａ１６０、端子蓋Ｂ１７０
を開けた状態で、外部接続端子１８０への外部端子の抜き差し、メモリカード等の外部記
憶装置１９０の着脱が可能になっている。表示ユニット２００は、その表示面２０１が本
体１００の上面側に向いた状態で本体１００に収納可能である。
【００１６】
　図４は、本実施形態の撮像装置のうち、レンズユニット１１０、制御基板１２０及び表
示ユニット２００の側面図である。撮像装置１００を本体側面から見た場合に、表示ユニ
ット２００の所定位置への収納状態において、レンズユニット１１０と表示ユニット２０
０が撮像装置１００の厚み方向（図４の上下方向）において投影上重ならない位置に配置
されている。このような配置により、撮像装置１００の厚みを薄くすることができ、その
携帯性を向上させている。ここで、表示ユニット２００は、所定位置への収納状態におい
て、レンズユニット１１０が配置された撮影方向側の第１の端部２００ａと、レンズユニ
ット１１０と反対側の第２の端部２００ｂを有する。
【００１７】
　本実施形態における撮像装置は、図５に示すように、操作者の手の指で表示ユニット２
００の前方側面の両サイドを挟み込むように持ち上げることにより、収納状態にある表示
ユニット２００を回動させることができる。表示ユニット２００の左右両側には、表示ユ
ニット２００を持ち上げやすくするために、指かけ凸部３０１を具備している。本指かけ
凸部３０１を後述する接続部２２０から遠い位置に配置することにより、表示ユニット２
００を小さな力で簡単に開閉できる。なお、指かけ凸部３０１は、撮像装置１００の外形
から飛び出さない範囲で設けられている。
【００１８】
　図６（ａ）～（ｃ）は、本実施形態における撮像装置の表示ユニット２００を後方（撮
影方向と反対方向）に向けた状態を示す図である。また、図７（ａ）～（ｂ）は、表示ユ
ニット２００を前斜め上方（撮影方向に対し斜め上方向）に向けた状態を示す図である。
さらに、図８（ａ）～（ｂ）は、表示ユニット２００を前方（撮影方向）に向けた状態を
示す図である。図６～８に示すように、表示ユニット２００は、ヒンジユニット２１０を
介して本体１５０と接続されている。
【００１９】
　ヒンジユニット２１０は、第１の接続部２２０を介して本体１５０と接続され、第２の
接続部２３０を介して表示ユニット２００と接続される。ヒンジユニット２１０は、第１
の接続部２２０の第１の回転軸２２０ａを中心軸として本体１５０に対し回動可能な構成
となっている。また、第２の接続部２３０の第２の回転軸２３０ａを中心軸として表示ユ
ニット２００を回動可能に支持している。ここで、第１の回転軸２２０ａと第２の回転軸
２３０ａは互いに平行である。また、撮像装置１００を本体側面から見た場合に、表示ユ
ニット２００の所定位置への収納状態において、第２の回転軸２３０ａは、表示ユニット
２００の中心に対してレンズユニット側に位置する。そして、本体１５０に対し、表示ユ
ニット２００の表示面２０１の表示方向を図６のような撮影方向の反対向きにした状態か
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ら図８のように撮影方向に向けた状態までの自由な角度に自在に変更可能である。第２の
接続部２３０は、表示ユニット２００より本体１５０側に突出している。そのため、カバ
ー部２３５が第２の接続部２３０を覆うように構成される。
【００２０】
　通常の撮影を行う場合には、表示ユニット２００を図２に示す収納状態から図６に示す
ように表示面２０１が撮像方向と反対方向に向いた状態にして、撮影する被写体を確認し
ながら撮影することが可能である。また、いわゆる自分撮りを行う場合等、対面撮影を行
う場合には、表示ユニット２００の表示面２０１を図７や図８のような向きに変えること
により、操作者が撮影される側にいても、撮影画角やピント等の状態を確認しながら撮影
を行うことができる。
【００２１】
　本実施形態の撮像装置は、表示ユニット部２００に合わせた薄型の形状であるため、撮
像装置１００の体積に対する本体１５０の底面面積の割合が大きい。また、表示ユニット
２００の可動範囲も図６～８に示すように本体部１５０の接地面外形から大きくはみ出す
ことがない。表示ユニット２００の表示面２０１はタッチパネルとなっており、表示面が
本体上面側に配置されていることにより、従来の横開きタイプの撮像装置と比べてよりタ
ッチパネルの操作性が向上して使いやすくなっている。したがって、表示ユニット２００
をどのようなアングルにしても安定して撮影を行うことが可能である。
【００２２】
　また、本構成における第１の接続部２２０は、本体１５０におけるレンズユニット１１
０が設けられた側と反対側の端部の両側２ヵ所に配置されている。そして、表示ユニット
２００の回転自由度を高めるとともに取り扱い時の安定度を高め、かつ本体１５０の内部
構成物をなるべく邪魔しないようにしている。表示ユニット２００の第２の接続部２３０
も第１の接続部２２０と同様に回転自由度及び取り扱い時の安定度を高めるために、表示
ユニット２００の両側２ヵ所に配置されている。
【００２３】
　図９及び図１０は、図６（ｃ）及び図８（ｂ）と同じ方向から撮像装置１００を見た場
合の表示ユニット２００、ヒンジユニット２１０、及び本体上カバー１５６を示す図であ
る。ここで、第１の接続部２２０の第１の回転軸２２０ａの中心から第２の接続部２３０
の第２の回転軸２３０ａの中心までの距離をＡ、第２の接続部２３０の第２の回転軸２３
０ａの中心から表示ユニット２００の第１の端部２００ａまでの距離をＢとする。そして
、距離Ａと距離Ｂの関係がＡ＞Ｂとなるようにする。また、本体１５０の上カバー１５６
から第２の接続部２３０の第２の回転軸２３０ａの中心までの距離をＣとし、距離Ｂと距
離Ｃの関係がＣ＞Ｂとなるようにする。
【００２４】
　このように距離Ａが距離Ｂよりも長くなるように設定するとともに、距離Ｃが距離Ｂよ
りも長くなるように設定する。このように設定すると、図１０に示すように表示ユニット
２００の第１の端部２００ａが本体１５０の上カバー１５６と対向する位置にある状態に
おいても、表示ユニット２００と本体１５０の上カバー１５６とが干渉しない。したがっ
て、図９に示すように表示面２０１が撮像方向と逆方向を向いた状態から図１０に示すよ
うに表示面２０１が撮像方向と同方向を向いた状態まで表示ユニット２００を自在に回転
させることが可能となり、様々な撮影スタイルに対応することができる。
【００２５】
　なお、本実施形態では、第１の接続部２２０の第１の回転軸２２０ａを本体１５０の後
方（レンズユニット１１０から離れた位置）に配置する例について説明したが、これに限
らない。すなわち、第１の接続部２２０の第１の回転軸２２０ａを本体１５０の前方（レ
ンズユニット１１０に近接した位置）に配置してもよい。そして、表示ユニット２００を
本体１５０の所定位置に収納した状態において、第２の接続部２３０の第２の回転軸２３
０ａが第１の接続部２２０よりもレンズユニット１１０から離れた位置になるように配置
する構成としても良い。すなわち、撮像装置１００を本体側面から見た場合に、第２の回
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転軸２３０ａが表示ユニット２００の中心に対してレンズユニット１１０と反対側に位置
することになる。この場合でも、第１の回転軸２２０ａの中心から第２の回転軸２３０ａ
の中心までの距離Ａと第２の回転軸２３０ａの中心から表示ユニット２００の第１の端部
２００ａまでの距離Ｂの関係がＡ＞Ｂとなるようにする。また、距離Ｂと上カバー１５６
から第２の回転軸２３０ａの中心までの距離Ｃの関係がＣ＞Ｂとなるようにすることで、
同様の効果を得ることができる。
【００２６】
　本体１５０に内蔵された制御基板１２０（図１参照）と表示ユニット２００に内蔵され
た表示基板２０４（図１参照）とは、図６（ａ）に示すフレキシブル基板（ＦＰＣ）２５
０により電気的に接続されている。本体１５０には、第１の接続部２２０の第１の回転軸
２２０ａの近傍にフレキシブル基板用の開口部１５８が設けられている。また、表示ユニ
ット２００には、第２の接続部２３０の第２の回転軸２３０ａの近傍にフレキシブル基板
用の開口部２４０が設けられている。そして、開口部１５８、２４０の各々からＦＰＣ２
５０が撮像装置の外部に露出するように構成されている。ここで、表示ユニット２００が
回動する際にＦＰＣ２５０がストレスを受けないように、ＦＰＣガード部２５１が設けら
れている。ＦＰＣガード部２５１は、ヒンジユニット２１０に固定されている。以上の構
成により、表示ユニット２００がどのような角度になった場合でも、表示ユニット２００
と本体１５０の電気的接続を保つことができる。
【００２７】
　図１１及び図１２は、ヒンジユニット２１０の構成を示す図である。ヒンジユニット２
１０は、本体１５０と接続される本体接続部２１１、ヒンジ本体２１２、表示ユニット２
００と接続される表示ユニット接続部２１３を備える。また、第１の回転軸２２０ａを中
心に回転させる際に、軸力によりクリックや摩擦力を発生させる為の第１のバネ部２１４
と、本体接続部２１１とヒンジ本体２１２を回転自在に結合する回転固定部２１５を備え
る。さらに、第２の回転軸２３０ａを中心に回転させる際に、軸力によりクリックや摩擦
力を発生させる為の第２のバネ部２２４、表示ユニット接続部２１３とヒンジ本体２１２
を回転自在に結合する回転固定部２２５を備える。
【００２８】
　図１３は、表示ユニット２００を斜方から見た分解図である。タッチパネル２０３が前
カバー２０５のタッチパネル受け部に粘着部材２０６によって貼り付けられている。また
、表示部２０２が前カバー２０５の開口部２０５ｂに組み込まれる。さらに、表示基板２
０４が表示部２０２の背後に配置され、タッチパネル２０３、表示部２０２及び検出スイ
ッチ２６０等と電気的に接続されている。表示基板２０４には、本体１５０と電気的に接
続するためのＦＰＣ２５０も接続されている。さらに、ヒンジユニット２１０と背面部を
保護するとともに表示ユニット２００の外観を構成する背面カバー２０７が取り付けられ
ている。以上のようにして表示ユニット２００が構成される。
【００２９】
　なお、ヒンジユニット２１０の背面には、表示ユニット２００の収納状態を維持するた
めの保持用磁石２７０が配置されている。表示ユニット２００の所定の収納位置への通常
収納状態において、前記保持用磁石２７０に対向する本体１５０側の所定位置には磁性体
が配置され、収納状態を保持用磁石２７０の磁力によって保つようになっている。なお、
本実施形態では、磁性体１６５は本体側の保持板金を兼ねているが、これに限定されず、
本体１５０の上カバー１５６近傍に配置されていれば別の部材でもよい。
【００３０】
　図１４は、本実施形態における表示ユニット２００のうち、背面カバー２０７等を除い
た状態の斜視図である。本実施形態の撮像装置１００は、自分撮りを行う際に、図７や図
８のように表示ユニット２００の表示面２０１を撮影方向に向けて撮影を行う。その際、
自分撮りを行う操作者から表示部２０２を見た場合、表示部２０２に表示される画像は上
下反転したものであるため、表示ユニット２００の位置を検知して表示画像の上下を反転
させる構成が必要になる。本実施形態では、表示を反転させるために表示ユニット２００
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とヒンジユニット２１０の相対位置を検出するための検出ユニット２６０を表示ユニット
２００に内蔵している。検出ユニット２６０は検出ノブ２６１を備え、検出ユニット２６
０内のスイッチを検出ノブ２６１が押下したことを検出することにより、表示部２０２に
表示される画像の上下を反転表示させるように制御する。
【００３１】
　検出ユニット２６０のスイッチを動作させるため、ヒンジユニット２１０のうち、第２
の接続部２３０を構成するヒンジ本体２１２のうち少なくとも片側には、スイッチ押下用
の爪部２３１が設けられている。そして、ヒンジ本体２１２とともに爪部２３１が回動し
、爪部２３１が検出ノブ２６１を押し下げることにより検出ユニット２６０のスイッチが
ＯＮし、表示画面の上下を反転させるように制御する。検出ノブ２６１及び爪部２３１を
適切な位置関係になるように配置することにより、所望の角度で表示画像の上下を反転さ
せるように制御することができる。
【００３２】
　図１５（ａ）は、本実施形態の表示ユニット２００のうち、背面カバー２０７等を除い
た状態の側面断面図、図１５（ｂ）は、検出ユニット２６０付近を拡大した斜方拡大図で
ある。本実施形態では、爪部２３１は点線で示すヒンジ本体２１２の回転円弧部２３２の
大きさよりも突出した突出部２３１ａを持つ。これにより、第２の接続部２３０の回転軸
径２３６が、検出ユニット２６０の検出ノブ２６１を押せなくなってしまうような大きさ
であっても、図１５（ｂ）に示すように突出部２３１ａにより検出ノブ２６１を押すこと
が可能になる。
【００３３】
　ここで、本実施形態の表示ユニット２００の背面カバー２０７には、第２の接続部２３
０の周辺を覆うことで保護する保護部２３５が形成されている。図１６（ａ）及び図１６
（ｂ）は、本実施形態の表示ユニット２００のうち、通常収納状態及び最大回転状態の保
護部２３５の位置を点線で示した側面図である。点線で示す保護部２３５は、第２の接続
部２３０をカバーしながら強度を保つために、保護部２３５の裾野が略三角形状に拡大さ
れている。図１６（ａ）及び図１６（ｂ）に示すように、通常収納状態から表示ユニット
２００が回動する際に、突出部２３１ａが表示ユニット２００の内部に潜り込むように構
成され、前記保護部２３５の裾野の略三角形状によって形成されたスペース内に納まって
いる。この構成により、表示ユニット２００がヒンジユニット２１０に対して相対的に回
動する範囲で表示ユニット２００がどの位置にあっても、突出部２３１ａが点線で示す保
護部２３５から突出しない位置及び方向に配置されている。
【００３４】
　前記のように本体の小型化を進めていくと、第２の接続部２３０の回転軸径２３６が小
さくなり、それに合わせて表示ユニットの姿勢保持用の弾性部材であるバネ部２２４も小
型化する必要がある。しかしながら、バネ部２２４を小型化するにしたがって、バネ力が
低下して表示ユニット２００の姿勢保持力が低下したり、繰り返し動作への耐久性が下が
ったり、製品ごとのバラツキが増える等の問題が生じる。
【００３５】
　図１７（ａ）及び図１７（ｂ）は、そのような問題を解決可能な別の実施形態における
表示ユニット２００のうち、背面カバー２０７等を除いた通常収納状態及び最大回転状態
における側面図である。本実施形態では、弾性部材であるバネ部２２４の一部に前記爪部
２３１の突出形状に合わせて突出したバネ突出部２２４ａを設け、その部分でバネ力を確
保し、繰り返し動作への耐久性を高め、操作感のバラツキを減らすことができる。バネ突
出部２２４ａは、ヒンジ本体２１２の回転円弧部２３２の内側に形成され、第２の接続部
２３０の回転軸径２３６より突出している。また、図１７（ａ）に示すように、通常収納
状態では、バネ突出部２２４ａは爪部の突出部２３１ａ側に配置され、図１７（ｂ）の状
態まで常にヒンジ本体２１２の回転円弧部２３２にバネ部２２４のバネ突出部２２４ａに
よる摩擦力を与え続ける。すなわち、弾性部材であるバネ突出部２２４ａは、表示ユニッ
ト２００がヒンジユニット２１０に対して相対的に回動する範囲内でヒンジユニット２１
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０を押さえつける状態を保つことができる。そして、安定して表示ユニット２００を保持
することが可能になる。
【００３６】
　（第２の実施形態）
　図１８は、本発明の第２の実施形態にかかる撮像装置の機能ブロック構成図である。第
１の実施形態では、表示ユニット２００の姿勢を検知して表示を反転させるための検出部
２６０を表示ユニット２００に内蔵しており、第２の接続部２３０の回転角度により表示
画面の上下を反転させていた。本実施形態では、検出部２６０を本体１５０に内蔵する構
成について説明する。本実施形態では、検出部２６０として本体１５０の内部に磁気検知
素子１５９が設けられており、この磁気検知素子１５９を用いて表示ユニット２００の位
置を検出する。
【００３７】
　図１９は、本実施形態における撮像装置の側面断面図を示す。図１９に示すように、表
示ユニット２００の背面カバー部２０７には、その通常収納状態においてレンズユニット
１１０に近い側に、収納状態を保持するための磁界発生手段である保持用磁石２７０が配
置されている。また、本体１５０において表示ユニット２００の通常収納状態で保持用磁
石２７０に対向する位置には、磁性体１６５が配置されている。この保持用磁石２７０と
磁性体１６５を配置することで、表示ユニット２００が通常収納状態で不用意に開くこと
を防止することができる。なお、磁界発生手段は、磁界を発生するものであれば磁石でな
くてもかまわない。
【００３８】
　制御部１２４は、磁気検知素子１５９の出力に基づいて表示ユニット２００の姿勢また
は位置を検出し、表示判定制御を行う。磁気検知素子１５９は、表示ユニット２００内の
保持用磁石２７０による磁界の強さやその変化をとらえて表示ユニット２００の接近や移
動を検知する。この磁気検知素子１５９としては、磁束密度の変化に応じて出力電圧が変
わる仕組みを利用する公知の技術を用いればよい。例えば、磁界と電流の相互作用によっ
て起電力が発生するホール効果を利用したホール素子や、磁界の強さに応じて電気抵抗値
が変化する各種の磁気抵抗素子を用いても良い。
【００３９】
　図２０（ａ）及び図２０（ｂ）は、本実施形態において表示ユニット２００の表示面を
撮影方向に向けた状態での撮像装置の側面断面図を示す。図２０（ａ）は、表示ユニット
２００とヒンジ本体２１２との成す角度がαで、表示ユニット２００が本体１５０の上カ
バー１５６に近接した状態を示している。また、図２０（ｂ）は、表示ユニット２００の
表示面が本体１５０の上面に対してほぼ垂直になるように表示ユニット２００を回転させ
た状態を示している。磁気検知素子１５９は、本体１５０内の上カバー１５６近傍であっ
て、図２０（ａ）に示す表示ユニット２００の保持用磁石２７０の位置と、図２０（ｂ）
に示す表示ユニット２００の保持用磁石２７０の位置の中間位置に配置されている。すな
わち、制御部１２４により反転表示モードに切り替えられる表示ユニット２００の姿勢範
囲の中間位置に磁気検知素子１５９が配置される。
【００４０】
　このような位置に磁気検知素子１５９を配置し、適切な検知感度に設定することにより
、次のような制御を行う。すなわち、表示ユニット２００が本体１５０の上カバー１５６
に近接した状態で、表示ユニット２００とヒンジ本体２１２との成す角度がα以下である
場合に、表示ユニット２００により表示される画面の上下が反転するように制御する。表
示ユニット２００が本体１５０の上カバー１５６に近接した状態であっても、表示ユニッ
ト２００とヒンジ本体２１２の成す角度がαよりも大きくなると、反転表示しないように
制御することができる。
【００４１】
　図２１は、表示ユニット２００とヒンジ本体２１２との成す角度がαの状態で、表示ユ
ニット２００を上向きに回動させた状態を示す側面断面図である。図２１のように本体１
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５９が保持用磁石２７０の磁界を検知しない。すなわち、図２１の状態では、反転表示が
行われないように制御することができる。
【００４２】
　なお、磁気検知素子１５９を本体内に配置された主基板である制御基板部１２０に実装
すれば、追加の基板等を発生させることなく低コストで正確な表示ユニット２００の位置
検知が可能になる。
【００４３】
　以上、本発明の好ましい実施形態について説明したが、本発明はこれらの実施形態に限
定されず、その要旨の範囲内で種々の変形及び変更が可能である。
【符号の説明】
【００４４】
　１１０　レンズユニット
　１２４　制御部
　１５０　本体
　１５９　磁気検知素子
　２００　表示ユニット
　２１０　ヒンジユニット
　２１２　ヒンジ本体
　２２０ａ　第１の回転軸
　２３０ａ　第２の回転軸
　２３１　爪部
　２３２　回転円弧部
　２３５　保護部
　２３６　回転軸径
　２６０　検出部
　２６１　検出ノブ
　２７０　保持用磁石
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【図７】 【図８】
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【図９】 【図１０】

【図１１】 【図１２】
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【図１３】 【図１４】

【図１５】 【図１６】
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【図１７】 【図１８】

【図１９】 【図２０】
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